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第 18 回農業委員会

（通算第 207 回）

令和4年10月24日

吉賀町六日市基幹集落センター　大集会室

開会

会長挨拶

議案

議案第1号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第2号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について
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本日の欠席の方は、三浦委員さん、潮委員さんで、農業委員さん１２名の内１２

名出席という事で、会議が成立していることを、ご報告いたします。 

 それでは、会長にご挨拶いただいて、引き続き、議長として議案審議に移ってい

ただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議事録署名委員として森下委員、尾崎委員を指名します。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたします。

事務局、説明をお願いします。 

 

まず、議案第１号の１について説明します。 

農地の所在は真田〇、地目は畑、面積〇㎡です。 

譲渡人は〇さん、広島市の方、譲受人は〇さん、有飯の方です。 

今回の申請地は真田〇のところにある農地です。 

この農地は先月の総会で、空き家バンク付属の農地として取得したいとのことか

ら、下限面積を 0.1a と設定した農地です。 

譲受人は、農作業歴はありませんが申請の農地で野菜を栽培されたいとのことで

す。 

この農地についての下限面積は 0.1a と告示してあるので問題ありません。 

有償譲渡との事ですが、金額は建物購入額に含むそうです。 

周辺農地への影響は、面積、周辺環境から近隣の営農に影響はないと思うが、万

が一苦情が出た場合は責任をもって対処するとのことです 

以上ご審議をお願いします。 

 

議案第１号の１でございます。これは真田地区ですね。担当の委員さんの現場を

確認した説明をお願いしたいと思います。茅原委員さん、お願いします 

 

この土地は〇さんの家の下側、柿木寄りの方にある、小さな三角形のような畑で

す。〇さんの方から９月１５日に電話がありまして、家を売りたい。それに合わせ

て農地も売りたいんじゃが、農業委員が通してくれだったら、土地は荒れるよ、と

いうような事を言われまして、それで、今度その時には、あんたのは何ぼうでも通

すかもしれんが、買う方が、〇さんの方が、ちゃんと農業をするかどうか確認して

からでないと、物は言えん、という事で、１０月１８日に〇さんに会いました。頑

張って、畑を荒らさないように頑張るから、という事でしたので、問題はない、と

思います。 
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ありがとうございます。担当の委員さんの説明は終わります。 

では、皆さんのご意見を拝聴したいと思います 

ご意見のある方、挙手をよろしくお願いします。 

ございませんか？無いようでしたら、裁決の方に移らせていただいて、よろしい

ですね？ 

それでは議案第１号１番について、賛成の農業委員さんの挙手を求めます 

はい、全員挙手、賛成でございます。よって認可されました。 

続きまして、議案第１号２番の説明をお願いします。 

 

議案第１号の２について説明します。 

農地の所在は抜月〇、地目は田、面積〇㎡以下２筆、合計面積は 3,532 ㎡です。 

譲渡人は〇さん、抜月の方、譲受人は〇さん、広島県府中町の方です。 

申請地は抜月〇にある農地で、譲受人の拠点から約 1km です。 

譲受人は、農作業歴は 1 年で、機械はトラクター、田植え機、コンバインなどを

所有されており、今後は乾燥機などを導入される予定です。 

下限面積について抜月地区は 30a ですが、取得後の経営面積が 30a 以上あります

ので問題ありません。 

申請地は譲受人所有地の近隣にあり、周辺住民と十分話し合いながら農業経営を

進める予定なので問題ないと思われます。万一苦情等あった場合は責任を持って対

処するとのことです。 

有償譲渡で 10a あたり 20 万円ということです。 

作付け予定の作物は水稲です。 

以上ご審議をお願いします。 

 

はい、事務局の説明が終わりましたので、現場を確認されました委員の見川さん、

説明をお願いします。 

 

おはようございます。今、本人は８８歳で、これからも、もう少ししたいらしい

んですが、途中でみんなに迷惑をかけるかもわからんという事で、〇さんに譲ると

いう事で、決めたそうです。〇さんは今、倉庫やら色んなのを建てて、大きくやら

れています。それと、前、〇さんのところの田んぼを譲ってもらったり、木が生え

ていたんですが、今、現在、木もなくなって、綺麗な状態になってるような感じで

す。別に問題はないと思います 

以上です。 
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現場の確認の方の説明は終わりました。では、皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。ご意見のある方、挙手を求めます。 

ございませんか？それでは、採決の方に移らせていただきたいと思います。 

それでは、議案第１号２番の抜月の案件でございますが、賛成の農業委員さんの

方の挙手を求めます。 

はい、全員賛成でございます。よって認可されました。 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認につい

て、を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

議案第２号について説明します。 

この農地利用集積計画というのは農地に利用権を設定するものになります。 

 基盤法の審査基準により、耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作を行

うと認められること、農業に対し意欲と能力があること、などご審議いただければ

と思います。 

今回は、すべて再設定ですので詳細の説明は省略させていただきますが、２ペー

ジから３ページにかけて４件の申請が出ております。 

以上ご審議をお願いします。 

 

 それでは、利用権設定の関係ですが、全部再設定でございまして、ご意見のある

方は、挙手でお願いします。 

 

 ちょっといいですか 

 

 はい、田淵委員 

 

 年貢の、２９キロとか２７キロとかあるんですが、どういう基準で決めよるんじ

ゃろうか。 

 

 こちらは、申請書を見ていますと、恐らく、一筆あたりで３０キロという風に設

定されておるようでして、計算しますと、計算上、反あたりこういう風な半端な２

９キロとかこのような数字になっております。 

 

 田淵委員さん、よろしいですか？ 
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 はい 

 

 はい。他にございませんか？無いようでしたら採決に移らせていただいてよろし

いですか。 

 議案第２号１・２・３・４について農業委員さんの賛成をとります。 

はい、全員賛成でございます。で、認可されました。 

 

報告第 1 号 農地法第 18 条第 6 項の規定による届出について、事務局より説明お願

いします 

 

報告第 1 号について報告します。 

この農地法第 18 条第 6 項の届出は、農地の貸借に関して合意解約されたものの届

出です。 

詳細の説明は省略させていただきますが、解約の理由は経営規模縮小のためと、

農地の売却手続きのための解約という事です。 

以上報告いたします。 

 

以上、本日提出しました議案につきまして、終了したいと思います。 

 

午前 ９ 時 １５分閉会 

 


